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町からのお知らせ

マイナンバーカード日曜交付の
お知らせ
日７月２５日（日）９時～１２時

【持参する物（必須）】　　　　　　

・カード交付の案内ハガキ

・通知カード

・本人確認書類（運転免許証等）

【持参する物（お持ちの方）】

・住民基本台帳カード

問住民課　撒（５７）４１２６

後期高齢者医療被保険者証が更新
されます

　現在お使いの後期高齢者医療被保険者証（保険

証）の有効期限は、７月３１日（土）までです。

　８月から使用する保険証は、縦長大判の封筒

（茶色）に入れて７月下旬に郵送します。

　８月１日（日）以降は、今回お送りする新しい保

険証を医療機関等の窓口に提示してください。

　なお、現在お使いの保険証は、８月１日（日）以

降に住民課まで返却してくださいますようお願い

します。

【限度額適用認定証等について】

　所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡ(※) に

該当する方は、『限度額適用認定証』を医療機関等

に提示することで、医療費の支払いが一定額にと

どまります。また、世帯の全員が住民税非課税の

場合は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を

医療機関等に提示することで、医療費の支払いが

一定額にとどまり、入院時の食事代も減額になり

ます。該当する方は住民課窓口にて申請してくだ

さい。

　なお、過去に『限度額適用認定証』の交付を受け

たことがあり、令和３年度の所得区分が現役並み

所得者ⅠまたはⅡに該当する方、また『限度額適

用・標準負担額減額認定証』の交付を受けたことが

あり、令和３年度の所得区分が低所得区分に該当

する方については、認定証を７月下旬に送付する

保険証に同封します。

※現役並み所得者Ⅰとは、住民税課税所得が１４５万  

　円以上３８０万円未満の被保険者

　（同一世帯の被保険者も含む）

※現役並み所得者Ⅱとは、住民税課税所得が３８０万

　円以上６９０万円未満の被保険者

　（同一世帯の被保険者も含む）

問住民課　撒（５７）４１３６

多機能端末（証明書交付機）設置の
お知らせ
　７月１日（木）より、役場正面玄関に多機能端末

（証明書交付機）を設置します。顔写真付きのマイ

ナンバーカードをお持ちの野木町民の方は、コン

ビニエンスストアと同じようにマイナンバーカー

ドを利用して証明書の交付を受けることができま

す。（※印鑑登録証カードではご利用いただけませ

ん。）マイナンバーカードの取得をおすすめいたし

ます。

　また、従来の印鑑登録証カードは役場窓口での

「印鑑証明書」申請時に必要ですので、大切に保管

してください。

【設置場所】役場正面玄関

【時間】平日・土日８時３０分～１７時１５分

　　　（木曜日は窓口延長日のため１９時まで）

※年末年始およびシステムメンテナンス時はご利

　用いただけません。

【取得できる証明書】

・住民票の写し　・印鑑登録証明書

・所得証明書　　・課税証明書

問住民課　撒（５７）４１２６

マイナンバーカードの有効期限を
ご確認ください
　マイナンバーカードを２０歳未満で作成した方

や、カードに電子証明書を搭載された方は、発行

日から５回目の誕生日で有効期限が終了します。

　有効期限満了が近い方で引き続きご利用を希望

される場合は、住民課窓口にて更新手続きをして

ください。更新手続きは有効期限の３か月前から

行うことができます。

　更新対象の方には、Ｊ－ＬＩＳ（地方公共団体情報

システム機構）から更新手続きの通知書が送付さ

れます。なお、カードの期限はカードの券面、電

子証明書の期限は券面またはカード交付時にお渡

しする電子証明書の写しでご確認ください。

問住民課　撒（５７）４１２６


